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１ 公募の概要 

 

（１）事業の名称 

 旧幸脇小学校利活用事業（以下「事業」という。） 

 

（２）公募の目的 

旧幸脇小学校は、開校以降、地域の教育やコミュニティの核としての役割を担ってき

ましたが、少子化による児童数の減少から、平成２７年度末をもって廃校となり、校舎

については、現在、利活用がなされていない状態にあるため「日向市公共施設等総合管

理計画（平成２８年度策定）」に基づく有効活用を図る取り組みが求められています。 
また、「第２次日向市総合計画（平成２８年度策定）」では、人口減少・高齢化が加速

する中、活力ある地域を維持していくために、将来のまちづくりの原動力となる「若者」

に焦点を当て、若者に選ばれるまち“日向”の未来づくりを重点戦略に位置付け、活力

を生み出すにぎわいづくり戦略として、元気と活力を生み出す“しごと”づくりプロジ

ェクトを掲げています。 
以上を踏まえ、本事業では、民間事業者のノウハウを最大限に活用しながら、旧幸脇

小学校の校舎及び校舎部分の敷地の貸付を行い、地元遠見・幸脇・飯谷地区をはじめと

した市南部地区及び市全体の雇用の創出や地域活性化を実現する施設として有効活用を

図ることとし、本公募要領により、その運営主体となる事業者を広く公募するものです。 
 
※ 「第２次日向市総合計画」及び「日向市公共施設等総合管理計画」の内容等につ

いては、市ホームページにてご確認ください。 

 

（３）対象施設の概要 

項 目  内 容 備 考 
所 在 地 日向市大字幸脇８３１番地  
敷 地 面 積 １８，０７７㎡  

 校 舎 部 分   ３，０００㎡ 本事業対象 
体育館部分   １，９４０㎡  
グラウンド部分  ６，４２０㎡  
その他部分   ６，７１７㎡  

地 域 指 定 等 都市計画区域外・景観計画区域内  
交通アクセス ＪＲ日向市駅から約１１㎞（車：約２５分） 

ＪＲ美々津駅から約２．５㎞（徒歩：約３５分） 
 

建物延床面積  ２，６５６㎡  
 校 舎  １，５９４㎡（１９８２年建築・ＲＣ３階建） 本事業対象 

体 育 館    ９９７㎡（１９８８年建築・ＲＣ２階建）  
そ の 他     ６５㎡  

そ の 他 電気：九州電力（株） 
電話：ＮＴＴ西日本（西日本電信電話（株）） 
インターネット：光回線なし 
駐車場：校舎部分の敷地で１５台程度 

 

 ※ 面積は学校施設台帳による。 
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（４）対象施設に関する特記事項 

  ① 本事業の対象は、原則として、旧幸脇小学校の建物及び土地のうち、校舎（延床面

積１，５９４㎡・鉄筋コンクリート造３階建て）と校舎部分の敷地（３，０００㎡）

とします。 

② 現在のグラウンド部分には、日向市消防署南分遣所及びドクターヘリ等のヘリポー

トの移転整備（平成３０年度以降）を予定しています（救急車両の運行・ヘリコプタ

ーの発着あり）。 

③ 体育館については、従来どおり、スポーツ団体等による使用及び指定避難所として、

市による運用・維持管理を行います。 

④ 校舎部分の敷地内には、記念碑・記念樹がありますので、移設等を行う場合には、

市との協議が必要となります。 

⑤ その他、校舎については、建築後３０年以上を経過していることから、劣化等が進

行しています（詳細は資料１７ページ以降を参照のこと）。 

 

（５）本事業の基本的な考え方 

  ① 事業の内容 

    地元遠見・幸脇・飯谷地区をはじめとした市南部地区及び市全体の雇用の創出や地

域活性化を実現する施設として有効活用を図ることを目的に、旧幸脇小学校の校舎及

び校舎部分の敷地の現状での貸付を行います。 

② 事業者の決定方法 

    プロポーザル方式により、本事業を実施する事業者を公募し、審査及び優先交渉者

の選定を行い、必要な協議を行った上で、日向市財務規則に基づく公有財産有償貸付

契約（以下「契約」という。）を締結後、事業を実施していただきます。 

  ③ 審査の方針 

    市が定める応募資格のほか、事業内容の提案、貸付料について審査を行います。 

  ④ 事業期間 

    事業（貸付）期間は、事業のために必要な改修工事等に要する期間を含む５年間と

し、具体的な始期及び終期は、優先交渉者との協議により定めます。 

  ⑤ 貸付料の最低制限価格 

年額１，０６３，７００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

    【内訳】校舎：年額５４５円／㎡ × １，５９４㎡ ＝ 年額８６８，７００円 

        敷地：年額 ６５円／㎡ × ３，０００㎡ ＝ 年額１９５，０００円 

  ⑥ 事業を行うための改修工事等 

    事業者は、実施する事業を行うための校舎及び校舎部分の敷地に関して必要となる

改修工事等について、事業者の責任（費用負担等）にて行うこととします。 

  ⑦ 施設の運営・維持管理・修繕 

    事業者は、事業を運営する期間を通じ、施設の運営、維持管理及び必要な修繕につ

いて、事業者の責任（費用負担等）にて行うこととします。 

  ⑧ 施設の返還 

    事業者は、契約期間満了後、原則として、当該施設について市が承認した部分を除

き、契約前の状態にして、市に返還するものとします。 
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（６）公募等のスケジュール 

 

実施内容 実施期間または期日 
公募要領の公表・配布、図面閲覧 平成２９年 ９月２５日（月）～１０月３１日（火） 

質問受付期間  平成２９年 ９月２５日（月）～１０月１６日（月） 

現地見学会 平成２９年１０月１１日（水） 

質問回答期日  平成２９年１０月２０日（金） 

応募書類の提出期限 平成２９年１０月３１日（火） 

一次審査（書類審査）結果通知  平成２９年１１月１０日（金） 

二次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ及びﾋｱﾘﾝｸﾞ） 平成２９年１１月２２日（水） 

優先交渉者の決定 平成２９年１１月２９日（水） 

契約内容に関する協議・打ち合わせ  平成２９年１１月２９日（水）以降 

契約の締結 平成２９年１１月下旬～１２月下旬 

    ※ 上記スケジュールは変更となる可能性もありますのでご了承ください。 

 

（７）事務局（問い合わせ先） 

 

〒８８３－８５５５ 宮崎県日向市本町１０番５号 
   日向市総務部財政課公共施設マネジメント推進室（本庁舎３階） 
   ＴＥＬ０９８２－５２－２１１１（内線２５１６・２５１７） 
   ＦＡＸ０９８２－５２－０２５０ 
   電子メール：zaisei@hyugacity.jp 
 

 

 

  

mailto:zaisei@hyugacity.jp
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２ 貸付の条件 

 

（１）貸付料の最低制限価格 

校舎及び校舎部分の敷地  年額１，０６３，７００円 

（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

   【内 訳】 

校舎     ：年額５４５円／㎡ × １，５９４㎡ ＝ 年額８６８，７００円 

    校舎部分の敷地：年額 ６５円／㎡ × ３，０００㎡ ＝ 年額１９５，０００円 

※１ 校舎の一部だけを借り受ける提案は行えませんのでご注意ください。 

  ※２ 敷地の貸付面積については、校舎部分の敷地３，０００㎡を基本としますが、駐

車場等の目的で、一定の範囲内で校舎部分の敷地以外（例：グラウンド部分の一部）

の貸付も想定しています。 

敷地の具体的な貸付面積及び貸付面積に応じた貸付料は、校舎部分の敷地３，０

００㎡の貸付料の提案価格に基づき、優先交渉者との協議により、契約において定

めることとします。 

なお、校舎部分の敷地以外の貸付を希望する場合には、企画提案書類において提

示してください。 

 

（２）貸付料の支払い 

   原則として毎年度、市が発行する納付書にて、指定する期日までに当該年度分を一括

で支払ってください。 

ただし、契約で定める初年度については年間の貸付料を日割りで支払ってください。 

 

（３）構造上の制約 

   校舎の構造に重大な影響を与えるような改変を行うことはできません。 

 

（４）供給処理 

   現状の水道（受水槽・高架水槽あり）、単独処理浄化槽（し尿処理浄化槽・５０人槽）、

電気（低圧の電灯・動力）については、市で管理を行う体育館と共用しています。 

   原則として、契約後の体育館の使用に係る経費は市において負担するものとし、当該

経費を明確にするためのメーターの設置等に関する経費も市において負担しますが、事

業の内容によっては、新たな改修工事等が必要な場合もありますので、詳細については、

優先交渉者との協議により定めることとします。 

その他、次の点にご留意ください。 

① 水道 

    追加で引き込み工事が必要な場合には、企画提案書類において提示するとともに、

施工については、市と協議の上、事業者の責任（費用負担等）により行ってください。 

  ② 浄化槽 

    事業の内容によっては、別途合併処理浄化槽の設置が必要となる場合があります。 

合併処理浄化槽の設置が必要な場合には、企画提案書類において提示するとともに、

施工については、市と協議の上、事業者の責任（費用負担等）により行ってください。 
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  ③ 電気、電話及びインターネット 

    追加で電気及び電話の引き込みが必要となる場合は、企画提案書類において提示す

るとともに、施工については、市及び供給事業者（九州電力（株）、ＮＴＴ西日本）と

協議の上、事業者の責任（費用負担等）により行ってください。 

    また、インターネット環境の整備等につきましても、事業者の責任（費用負担等）

により行ってください。 

  ④ ガス 

    プロパンガスのエリアとなりますので、使用する場合は、ガス事業者と協議の上、

事業者の責任（費用負担等）により行ってください。 

 

（５）費用の負担区分 

  ① 事業者が負担する費用 

   ア 応募及び契約に要する費用 

   イ 事業目的に応じた校舎及び校舎部分の敷地の改修工事並びに必要な環境整備等に

要する費用 

   ウ 校舎部分の敷地に存在する工作物、樹木等の移設、撤去に要する費用 

   エ 光熱水費、通信費、修繕費、除草等の校舎及び校舎部分の敷地の維持管理に要す

る費用 

   オ 事業者の所有する動産等の損害保険料 

   ※ イ、ウの実施については、事前に市と協議の上、承諾を得ること。 

  ② 市が負担する費用 

ア 校舎に係る火災保険料 

イ 電気、水道のメーター設置等に要する費用 

 

（６）法令等の遵守 

営業用看板、構築物の設置や校舎の外装工事等を行う場合、日向市景観条例、宮崎県

屋外広告物条例の規制対象となります。 

   その他、改修工事及び事業の実施等に際して必要となる関係機関への諸手続きを事業

者において適切に行うとともに、関係法令を遵守してください。 

 

（７）敷地内の工作物、樹木等 

   既存の記念碑等の工作物、樹木等については、地元住民にとって思い入れのあるもの

ですので、移設、伐採等を行う場合には、事前に市と協議の上、承諾を得てください。 

 

（８）地域への配慮 

   事業が継続的に行われるためには、地域との良好な関係づくりが重要な要素となりま

すので、優先交渉者として決定した以降において、市が設定する地域説明会で事業内容

等について説明をしていただきます。 

   なお、地域説明会での意見等は、可能な限り、事業の実施・運営への反映に努めてく

ださい。 
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（９）災害発生時等の協力 

   体育館は風水害や津波等の指定避難所として運用するとともに、グラウンド部分につ

いても消防署南分遣所等の整備・運用を行うことから、災害発生時の体育館等の施設の

利用について積極的に協力してください。 

 

（１０）譲渡及び転貸について 

① 契約で発生した権利の全部または一部を第三者に譲渡することはできません。 

② 契約で発生した権利の一部を転貸しようとする場合は、市との貸付の条件や協議事

項等を継承することとし、事前に書面により市と協議の上、承諾を得てください。 

 

（１１）契約満了時の取り扱いについて 

事業者は、契約が満了するまでに、自己の負担で、事業者の所有・管理する構造物や

備品等の物件を撤去し、原則として、契約前の状態にして市に返還することとします。 

ただし、市が現状のままで返還することを承認した部分は除きます。 

この場合、事業者は、市に対して、所有物件・造作の買取並びに必要経費及び有益費

の償還等の請求を行うことはできません。 

 

（１２）業務継続が困難となった場合の措置  

① 事業者の責めに帰すべき事由による場合 

事業者の責めに帰すべき事由により、提案した計画を誠実に履行しなかった場合、

その他本施設における事業の継続が困難になった場合は、市は契約を解除することが

できるものとします。 

その場合、関係者に生じた損害は原則として事業者が賠償するものとします。  

なお、原状復帰等に関しては、「２(１１)契約満了時の取り扱いについて」と同様に

取り扱います。  

② 事業者の責めに帰すことができない事由による場合  

不可抗力等、市及び事業者双方の責めに帰すことのできない事由により、事業の継

続が困難になった場合、継続の可否について協議するものとします。 

一定期間内に協議が整わないときには、それぞれ、事前に書面で通知することによ

り契約を解除することができるものとします。 
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３ 応募手続き 

 

（１）応募資格 

   本プロポーザルに応募することができる事業者は、次に掲げる資格基準を満たす法人

格を有する単独の事業者または法人格を有する複数の事業者からなるグループとします。 

なお、グループによる応募の場合は、代表となる事業者を設定し書面にて定めるとと

もに、全ての構成員が資格基準を満たすものとします。  

また、同一の事業者が複数のグループに属して応募すること及び別途単独で応募する

ことは不可とします。 

 

 【資格基準】 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

② 手形交換所における取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営

状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に基づく更正手続開始の申立て

または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく、再生手続

開始の申立ての事実がある等、経営状態が著しく不健全であると認められる者でない

こと。  

④ 民事執行法(昭和 54年法律第４号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若

しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払

いが不可能になった者でないこと、または第三者の債権保全請求が常態となったと認

められる者でないこと。 

⑤ 本プロポーザルの応募申込の期限の日から契約締結の時までに、市が発注する建設

工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱（昭和５７

年日向市告示第３４号）第１０条の規定に基づく指名停止を受けていない者であるこ

と。 

⑥ 暴力団員による不当な行為防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者でないこと。  

⑦ 国税及び地方税（別途指定するもの）に滞納がないこと。 

  ⑧ 本公募要領の内容及び関係法令を順守できること。 

 

（２）公募要領の公表から質疑応答まで  

① 公募要領の公表  

公募要領等の関係書類については、平成２９年９月２５日（月）から１０月３１日

（火）まで、事務局（市役所本庁舎３階財政課公共施設マネジメント推進室）で直接

配布するほか、市ホームページ（http://www.hyugacity.jp/）からダウンロードでき

ます。  

② 現地見学会の開催  

      本プロポーザルへの応募を希望される事業者向けに、現地見学会を以下のとおり開

催します。 

現地見学会の内容は主に現地の校舎及び校舎部分の敷地の状況確認に関すること

（カメラ等による撮影可）を予定しています。 

 

http://www.hyugacity.jp/
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ア 現地見学会 

日 時：平成２９年１０月１１日（水) ９時００分～１７時００分 

会 場：旧幸脇小学校（日向市大字幸脇８３１番）※直接来場ください。 

イ 申込方法  

参加を希望される場合は、１０月６日（金）までに「現地見学会参加申込書（様

式第１号）」に担当者の氏名等必要事項を記入の上、事務局電子メールアドレス宛て

に送付してください。 

件名は【現地見学会参加申込】としてください。  

    ※１ 校舎及び校舎部分の敷地を現状にて貸付を行うこととなりますので、可能な

限り、現地見学会にご参加ください。 

    ※２ アに掲げる日時での参加が困難な場合には、別途事務局までご相談ください。 

③ 質疑応答  

      公募要領等に対する質疑応答を以下のとおり行います。  

    ア 質問受付期間  

平成２９年９月２５日（月）から平成２９年１０月１６日（月）まで  

イ 受付方法  

「質問書（様式第２号）」に質問及び必要事項を記入の上、事務局電子メールアドレ

ス宛てに送付してください。 

件名は【旧幸脇小学校利活用事業（質問）】としてください。 

電話または口頭による質問は受付できませんのでご注意ください。 

また、単なる意見の表明と解されるもの等については、回答しないことがありま

す。  

ウ 回答方法  

質問に対する回答は、質問受付期間終了後、市ホームページにて公表します。 

なお、質問内容も公表しますので、アイデア保護等の観点から公表に支障のある

内容についてはご注意ください。  

また、質問への回答をもって、本公募要領の追加または修正とみなします。  

  ④ 関係図面の閲覧 

    校舎、電気設備、給排水設備の設計図面の閲覧を次のとおり行います。 

 ア 閲覧期間  

平成２９年９月２５日（月）から平成２９年１０月３１日（火）まで  

イ 受付時間  

土日祝日を除く、平日の９時００分から１７時００分まで 

   ウ 閲覧の方法 

事務局での閲覧（写真撮影可）のほか、１日を限度に貸出を行います。 

なお、閲覧・貸出を希望する場合には、希望する日時等について、事前に事務局

までご連絡ください（場合によっては閲覧・貸出日時等を調整していただく場合が

あります）。 
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（３）応募書類 

 

  ① 応募書類一覧 

応 募 書 類 様式番号 電子データ 
１ 応募申込書 ３－１、２ － 

２ 

応募資格審査書類 － － 

 

① 事業者概要 ４ － 

② 事業者の概要のわかるﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等（任意提出） － － 

③ 定款、規約その他これらに類する書類 － － 

④ 法人登記簿謄本（写し） － － 

⑤ 法人印鑑証明書（写し） － － 

⑥ 納税証明書（写し） － － 

⑦ 日向市税の完納証明書 － － 

⑧ 誓約書 ５ － 

⑨ 役員等名簿 ６ － 

⑩ 決算書類 － － 

３ 

企画提案書類 － － 

 

① 事業計画書 ７ ○ 

② レイアウト計画書 ８ ○ 

③ 事業スケジュール ９ ○ 

④ 資金計画 １０ ○ 

⑤ 収支計画 １１ ○ 

⑥ 貸付料見積書 １２ ○ 

 

  ② 応募書類の作成方法 

   ア 全般的事項 

    ⅰ）応募書類一式はＡ４版縦方向長辺綴じ（Ａ３版はＡ４版に折込み）とし、イン

デックスを付け、１１部（原本１部、写し１０部）を提出してください。 

ⅱ）「２応募資格審査書類」は、グループで応募する場合には、全ての構成員に係る

書類を提出してください。 

ⅲ）応募書類に押印する印鑑は、「２－⑤法人印鑑証明書」と同一のものとしてくだ

さい。 

ⅳ）「３企画提案書類」の一部については、任意様式も可としますが、その場合、各

様式で示す記載すべき項目・内容を漏れなく作成してください。 

   イ 個別事項 

    ⅰ）「２－④法人登記簿謄本（写し）」 

      現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 

      ※ 証明年月日が平成２９年６月１日以降のものに限る。 

    ⅱ）「２－⑤法人印鑑証明書（写し）」 

      ※ 証明年月日が平成２９年６月１日以降のものに限る。 
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ⅲ）「２－⑥納税証明書（写し）」 

      直近年度の次の書類を提出してください。 

     ○ 法人税及び地方消費税：国税通則法施行規則第９号様式その３の２または 

その３の３ 

※ 証明年月日が平成２９年６月１日以降のものに限る。 

ⅳ）「２－⑦日向市税の完納証明書」 

  該当がある場合に法人及び代表者個人の両方を提出してください。 

 ※ 証明年月日が平成２９年９月１日以降のものに限る。 

    ⅴ）「２－⑧誓約書」「２－⑨役員等名簿」 

      日向市暴力団排除条例第６条に基づく必要な措置として提出してください。 

    ⅵ）「２－⑩決算書類」 

      直近３期分の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を提出してく

ださい。 

ⅶ）「３企画提案書類」 

○ 事業計画書（様式第７号）Ａ４版５枚以内 ※任意様式可  

         施設名称（案）とともに、事業計画の概要、基本方針（コンセプト）、雇用の

創出（雇用予定人数）・地域活性化、地域への配慮、その他独自提案・アピール

等を記載してください。 

なお、各項目ともに、本公募要領「１（２）公募の目的」、「１（５）本事業

の基本的な考え方」、「４（４）審査項目」で示した内容にどのように合致する

かを具体的に記載してください。  

ただし、次のいずれかに該当する事業の提案は認めないものとします。 

・ 公序良俗に反する事業 

・ 犯罪行為または犯罪行為に加担することとなるおそれのある事業 

・ 暴力団が関与し、または暴力団に便宜を供与するおそれのある事業 

・ 周辺環境を著しく害すると認められる事業 

・ 特定の政治活動または宗教活動の用に供する事業 

・ その他本事業として適当でないと認められる事業 

     ○ レイアウト計画書（様式第８号）Ａ４～Ａ３版２枚以内 ※任意様式可 

・ 敷地全体のレイアウト図を記載してください。  

・ 各建物のレイアウト図（各階平面プラン）を記載してください。  

・ 事業実施のために必要な改修工事等の内容（水道、浄化槽、電気及び電話

の追加工事等を含む）を記載してください。 

・ 駐車場等の目的で、校舎部分の敷地以外（例：グラウンド部分の一部）の

貸付の希望があれば記載してください。 

・ その他レイアウトを説明するために必要な事項（鳥瞰イメージ、写真イメ

ージ等）があれば記載してください。 

○ 事業スケジュール（様式第９号）Ａ４～Ａ３版１枚以内 ※任意様式可 

契約締結以降の改修工事等の設計期間、工事期間、各種申請・手続きに要す

る予定期間等、事業開始までのスケジュールを記載してください。  

○ 資金計画（様式第１０号）Ａ４～Ａ３版１枚以内 ※任意様式可 

事業実施までに関する改修工事費等を含めた資金計画を記載してください。 

○ 収支計画（様式第１１号）Ａ４～Ａ３版１枚以内 ※任意様式可 

         契約期間中の事業運営に係る収支計画を記載してください。 
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○ 貸付料見積書（様式第１２号）※指定様式 

 ・ 本公募要領「２（１）貸付料の最低制限価格」未満の提案は不可とします。 

・ 事業計画の提案内容に関わらず、校舎（１，５９４㎡）及び校舎部分の敷

地（３，０００㎡）の貸付料を算定し、提案してください。 

敷地の貸付面積及び貸付面積に応じた貸付料については、優先交渉者の決

定後、校舎部分の敷地の提案価格に基づき、契約締結までに優先交渉者と市

において協議の上、定めるものとします。 

 

（４）応募書類の提出方法 

① 受付期間  

平成２９年９月２５日（月）から平成２９年１０月３１日（火）まで  

② 受付時間  

土日祝日を除く、平日の９時００分から１７時００分まで  

③ 受付方法  

「３（３）応募書類」を、事務局まで持参または郵送により提出してください。 

なお、応募書類のうち、企画提案書類については、電子データを提出・送付（ＣＤ

等の電子媒体での提出または事務局電子メールアドレス宛への送付）してください。 

郵送の場合には、配達証明付書留郵便とし、１０月３１日（火）必着とします。 

郵送の場合、事前に郵送提出の旨を事務局まで連絡してください。  

 

（５）その他応募に関しての留意事項 

① 応募の取消  

      次に掲げる事項に該当する場合は、応募を取り消します。 

この場合、応募を取り消された者の応募した提案は無効になります。  

ア 「３（１）応募資格」で定める資格基準を満たさなくなった場合  

イ 応募の内容に虚偽や重大な変更等があった場合  

② 応募の辞退  

応募を辞退する場合には、応募辞退届（様式第１３号）に必要事項を記入の上、事

務局まで持参または郵送により提出してください。 

郵送の場合には、事前に連絡してください。  

③ 公募要領の承諾  

      応募書類の提出をもって本公募要領の記載内容を承諾したものとみなします。 

④ その他  

     ア 応募書類は返却しません。  

   イ 応募書類の著作権は作成した応募者に帰属します。 

ただし、市は、本事業に関する公表時及びその他市が必要と判断した場合には、

応募書類の全部または一部を無償で使用できるものとします。  

ウ 応募書類の提出に関して必要となる費用は応募者の負担とします。  

エ 応募書類の提出から優先交渉者の決定に至る過程で、応募者数や他の事業者の応

募内容等に関する問い合わせには、一切応じないものとします。 

オ 応募書類の内容等については、審査結果の公表において、市が必要と認める範囲

で公表できるものとします。  
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４ 審査（優先交渉者の決定） 

 

（１）審査体制 

審査は、「日向市公有財産管理運用委員会」にて行います。  

審査は、応募者のノウハウ保護等の観点から非公開とし、議事内容も非公開とします。  

 

（２）優先交渉者の決定方法  

    次のとおり、一次審査と二次審査を実施し、優先交渉者を決定します。 

優先交渉者との契約の協議が整わなかった場合、次順位のものを交渉者とします。 

なお、審査の結果、優先交渉者なしとする場合もあります。  

① 一次審査  

      二次審査の対象事業者３者程度を選考することを目的に、書類審査を行います。 

審査の結果は全ての応募者に電子メールにより通知するとともに、二次審査の対象

となる応募者へ対しては、二次審査の日程等の詳細についても、電子メールにより通

知します（通知予定：平成２９年１１月１０日（金）・別途郵送）。 

② 二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング予定：平成２９年１１月２２日（水））  

一次審査で選考した３者程度について、二次審査（プレゼンテーション・ヒアリン

グ）を実施します。 

二次審査後の最高順位の応募者を優先交渉者として決定します。  

審査の結果は、二次審査に参加した全ての応募者に電子メールにより通知するとと

もに、市のホームページで公表します（通知・公表予定：１１月２９日（水））。 

 

（３）審査結果に対する質問等 

一次審査または二次審査の結果（二次審査の対象とされなかった理由または優先交渉

者とされなかった理由等）ついて疑義がある場合は、一次審査または二次審査それぞれ

の通知をした日の翌日から起算して７日以内に、書面により市長に対しその理由の説明

を求めることができます（口頭または電話による問い合わせには一切応じません）。 
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（４）審査項目  

応募された提案の審査は、次の審査項目等に基づき行うものとします。  

 

審査項目 評価割合 主な審査基準 

基礎評価 １０％ 

○ 公募要領を理解した内容であること。 

○ 企画提案書類が的確にまとめられ、ヒアリング等に適切

な対応ができること。 

事業計画評価 ６０％ 

○ 公募の目的（第２次日向市総合計画の重点戦略“しごと”

づくりプロジェクト等）を踏まえた内容であること。 

○ 雇用に関する考え方、雇用予定人数、地元地区、南部地

区、市全体への経済波及効果・地域活性化に資する効果等、

適正な根拠に基づき、具体的な数値が明示されている内容

であること。 

○ 地元住民をはじめとした市民と長期的に良好な関係を

築いていくことができる内容であること。 

○ 地元住民の安全・安心、地域の環境に配慮した内容であ

ること。 

○ 既存の事業所等の周辺において、これまでに地域に貢献

する活動を行っていること。 

○ 雇用の創出、地域活性化、地域への配慮のほか、独自の

提案・アピールが含まれる内容であること。 

○ 校舎部分及び校舎部分の敷地の有効活用が図られる内

容であること。 

○ 事業開始までのスケジュール、実施体制、必要な申請等

の手続きの見通しが妥当であること。 

確実性・継続性評価 １０％ 

○ 事業開始に必要な改修工事費等の資金計画が妥当であ

ること。 

○ 事業開始後の収支計画が妥当であること。 

価格評価 ２０％ 貸付料提案価格 

 

（５）資格の喪失  

次のいずれかに該当する場合、応募者は、審査を受ける資格、優先交渉者となる資格

を喪失するものとします。  

① 応募者の資格を満たさなくなった場合  

② 提出書類に不備または虚偽の記載があった場合  

③ 公正な審査に影響を与える行為があった場合  

④ 他の応募者の提案を妨害する等、手続きの遂行に支障をきたす行為があった場合 

⑤ 企画、資金調達、設計、工事並びに経営及び管理運営等の業務を遂行するにあたっ

て支障がある場合  

⑥ その他市との信頼関係を損なった場合  
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５ 契約の締結 

 

（１）契約の方法  

事業者は、改修工事等の着手前までに市と契約を締結しなければなりません。 

契約手続きについては、用途を記載した公有財産貸付申請書を提出する等、日向市財

務規則に基づき行うとともに、本公募要領に基づく貸付の条件等を盛り込むものとしま

す。 

   なお、事業の内容に応じ、市の担当部署（窓口）を設定し、優先交渉者との契約締結

に係る協議、契約締結及び契約期間における事務等を担当します。 

 

（２）費用負担  

上記（１）の契約締結及び履行に関して必要な費用は、事業者の負担とします。  

 

（３）着工時期等  

事業者は、上記（１）の契約締結後、事業計画において提案したレイアウト計画及び

事業スケジュール等に基づき、事業に着手してください。  

 

６ 契約期間における義務  

 

（１）調査協力と活動報告  

市は、事業者が目的に沿った活動をしているか、定期的または必要と認めるときに調

査できるものとします。 

この場合、事業者はこれに協力しなければなりません。  

 

（２）事業計画の変更  

事業者は、提出した事業計画の内容を変更しようとするときは、事前に書面により市

と協議の上、承諾を得てください。  

 

７ 契約満了後の再契約  

  

市と事業者は、契約満了前に再契約について協議を行うこととします。  
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（建物等配置図） 

  

資 料 

校舎部分の敷地約3,000㎡ 

校舎1,594㎡ 

消防署南分遣所の整備 

（救急車配備・ヘリポート等） 
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 （校舎内配置図） 
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（現況写真） 

 

施設全景 校舎（正面） 

  
  

校舎（裏面） 記念碑 

  
  

屋上 屋外階段 

  

コンクリート防水 

※現時点での雨漏りなし 

軒天に一部爆裂あり 
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１階（玄関） １階（職員室） 

  
 空調設備（パッケージエアコン）取り外し済み 

※全棟 

１階（校長室） １階（廊下） 

  
天井に配管からの漏水跡あり 内壁に一部クラックあり 

※２階・３階も同様 

１階（男子トイレ） １階（女子トイレ） 

  
洋式トイレ（１箇所）あり 

※２階・３階は和式のみ、一部破損あり 

洋式トイレ（１箇所あり） 

※２階・３階は和式のみ、一部破損あり 
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１階（手洗い場） １階→２階階段踊り場 

  
一部クラックあり 

※２階・３階も同様 

サッシ部分に雨水の吹き込み跡・クラックあり 

※２階→３階階段踊り場も同様 

２階（図書室） ２階（音楽室） 

  
  

玄関上屋上 ２階（テラス） 

  
一部シート防水・浮きあり  

※３階も同様 
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３階（男子トイレ） ３階（男子トイレ） 

  
一部タイルの破損あり 一部便器の破損あり 

３階（理科室） ３階（家庭科室） 

  
  

３階（家庭科室天井） ３階（南側サッシ） 

  
雨漏り跡なし 

※３階その他天井も同様 

一部雨水の吹き込み跡あり 

※３階その他の南側サッシも同様 

 

 

 


